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議
い
つ
か
ら
の
活
動
で
す

か
？

　

茨
城
県
第
41
団
は
平
成
16
年
に

発
団
し
、
今
年
で
17
年
目
で
す
。

ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
は
１
９
１
０
年

に
イ
ギ
リ
ス
で
始
ま
り
、
１
９
２

０
年
に
日
本
に
伝
わ
っ
て
か
ら
今

年
で
１
０
０
周
年
に
な
り
ま
す
。

　

ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
は
、
世
界
１

５
０
か
国
と
地
域
に
約
１
０
０
０

万
人
の
会
員
が
お
り
、
茨
城
県
で

は
27
団
、
約
１
０
０
０
人
の
会
員

が
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

少
女
と
女
性
の
た
め
の
団
体

で
、就
学
１
年
前
の
少
女
（
５
歳
）

か
ら
終
生
、
女
性
な
ら
ど
な
た
で

も
参
加
で
き
る
活
動
で
す
。
現
在

私
た
ち
は
、高
校
生
ま
で
の
11
人
、

成
人
女
性
ま
で
含
め
30
人
ほ
ど
で

活
動
し
て
い
ま
す
。

議
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い

る
の
で
す
か
？

　

月
２
回
ほ
ど
、
３
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を

軸
に
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
興
味
を

持
っ
た
こ
と
に
挑
戦
し
、
自
分
で
考
え

て
実
行
す
る
力
を
身
に
つ
け
る
「
自
己

開
発
」、
様
々
な
人
と
の
交
流
を
通
じ

て
お
互
い
を
尊
重
し
あ
う
こ
と
を
学
ぶ

「
人
と
の
ま
じ
わ
り
」、
野
外
活
動
を
通

じ
て
命
や
自
然
の
大
切
さ
を
身
近
に

感
じ
る
「
自
然
と
と
も
に
」。

　

こ
れ
ら
の
活
動
を
通
し
て
、
少
女
と

女
性
の
み
の
環
境
で
、
男
性
の
存
在
に

よ
る
先
入
観
に
捉
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

自
分
た
ち
で
解
決
す
る
力
が
身
に
つ

き
ま
す
。
様
々
な
挑
戦
の
積
み
重
ね
に

よ
り
、
自
ら
考
え
行
動
す
る
力
、
高
い

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
、
独
り
よ

が
り
で
は
な
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
能
力

が
培
わ
れ
ま
す
。

ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
×
市
議
会

　

様
々
な
活
動
を
通
し
て
、
学
校
や
家
庭
で
は
経
験
で
き

な
い
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
。

今
回
は
、
ま
ち
づ
く
り
市
民
セ
ン
タ
ー
で
日
々
活
動
に
励
む
、

ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
茨
城
県
第
41
団
の
石
本
団
委
員
長
と
保
護

者
の
皆
様
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

挑戦の積み重ねで育むリーダーシップ能力
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議
保
護
者
の
皆
様
か
ら
見

た
ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
の

魅
力
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

学
校
で
は
教
え
て
く
れ
な
い
体

験
や
経
験
を
通
し
て
、
自
発
性
や

生
活
の
知
恵
を
身
に
つ
け
、
壁
や

問
題
が
生
じ
れ
ば
自
分
の
頭
で
考

え
て
行
動
で
き
る
人
間
と
し
て
成

長
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ

ま
す
。

　

ま
た
、
兄
弟
姉
妹
の
少
な
い
中

で
、
年
長
者
を
敬
い
、
年
少
者
を

い
た
わ
る
と
い
う
上
下
の
関
係
が

自
然
に
身
に
つ
い
て
い
る
よ
う
な

気
が
し
ま
す
。
何
よ
り
本
人
も
楽

し
く
活
動
し
て
お
り
、
少
女
か
ら

成
人
の
女
性
ま
で
、
姉
妹
と
し
て

家
族
同
然
の
仲
間
が
で
き
ま
す
。

議
指
導
を
し
て
い
て
嬉
し
か
っ

た
こ
と
は
何
で
す
か
？

　

自
分
の
団
で
育
っ
て
い
っ
た
子
ど
も

た
ち
が
大
き
く
な
り
、
夏
休
み
な
ど

に
帰
っ
て
き
て
キ
ャ
ン
プ
な
ど
を
手
伝

い
な
が
ら
次
の
子
ど
も
た
ち
を
指
導

し
て
く
れ
る
こ
と
な
ど
、
次
代
へ
と
続

い
て
い
く
姿
を
見
る
こ
と
が
嬉
し
い
で

す
。
た
だ
、
団
員
が
増
え
な
い
こ
と
が

悩
み
で
す
。

議
市
に
期
待
す
る
こ
と
は
何
で

し
ょ
う
か
。

　

ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
が
世
界
的
に
認
め

ら
れ
た
活
動
で
あ
る
こ
と
を
こ
れ
ま
で

以
上
に
発
信
し
て
い
た
だ
け
る
と
、
41

団
の
地
位
も
向
上
し
、
市
も
一
緒
に
応

援
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
が
皆
様
に
伝

わ
る
と
思
い
ま
す
。
団
員
の
増
加
に
も

つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

挑戦の積み重ねで育むリーダーシップ能力

団員
募集

活動日： 第２・第４日曜日など
時　間：10:00〜12:00など
場　所：鹿嶋市まちづくり市民センター
対　象：年長児以上の女子
費　用：年額20,400円
　　　　（大人1名・子ども1名の場合）

石本さん　 0299－84－1867
申し込み・問い合わせ
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議案番号 議　　　案　　　名 概　　　　　要 結　果

市長から提出された議案　26件

議 案 第 50 号 令和２年度鹿嶋市一般会計補正予算
（第10号）

歳入歳出それぞれ5億54万8千円を追加し、総額337億
3,067万5千円とするもの。 原案可決

議 案 第 51 号 令和２年度鹿嶋市国民健康保険特別
会計補正予算（第２号）

歳入歳出それぞれ2,521万7千円を追加し、総額74億5,296
万4千円とするもの。歳入としては、繰越金の増、歳出と
しては、総務費の増、国民健康保険事業費納付金の増など。

原案可決

議 案 第 52 号 令和２年度鹿嶋市後期高齢者医療特
別会計補正予算（第１号）

歳入歳出それぞれ2,139万8千円を追加し、総額7億8,553
万6千円とするもの。歳入としては、繰入金の増、諸収入
の増、歳出としては、後期高齢者医療広域連合納付金の増、
諸支出金の増。

原案可決

議 案 第 53 号 令和２年度鹿嶋市介護保険特別会計
補正予算（第２号）

歳入歳出それぞれ2,365万7千円を追加し、総額45億5,098
万9千円とするもの。歳入としては、国庫支出金の増、支
払基金交付金の増、県支出金の増、繰入金の増、歳出と
しては、保険給付費の増、地域支援事業費の増、総務費
の減、積立金の減。

原案可決

議 案 第 54 号
令和２年度鹿島臨海都市計画事業鹿
嶋市平井東部土地区画整理事業特別
会計補正予算（第１号）

歳入歳出それぞれ1,417万円を追加し、総額1億4,417万
円とするもの。歳入としては、平井東部土地区画整理事
業基金繰入金の増、歳出としては、補償、補填及び賠償
金の増。

原案可決

議 案 第 55 号 令和２年度鹿嶋市下水道事業会計補
正予算（第２号）

収益的収支について、既定の支出予算総額に、営業費用
を追加し、総額14億4,328万3千円とするもの。
資本的収支について、既定の支出予算総額に、建設改良
費を追加し、総額11億2,349万4千円とするもの。

原案可決

議 案 第 56 号 鹿嶋市手数料徴収条例の一部を改正
する条例

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律の改正により、個人番号通知カードが
廃止されたことに伴い、同カードの再交付手数料に係る
規定の削除等を行うため、条例の一部を改正するもの。

原案可決

議 案 第 57 号 鹿嶋市職員の給与に関する条例等の
一部を改正する条例

民間給与との較差是正のための人事院勧告及び国家公務
員に係る一般職の給与に関する法律改正に準じて、期末
手当の引下げを行うため、関連する条例の一部を改正す
るもの。

原案可決

議 案 第 58 号
鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅
費及び費用弁償に関する条例の一部
を改正する条例

一般職の職員に準じ、市長等の期末手当の引下げを行う
ため、条例の一部を改正するもの。 原案可決

議 案 第 59 号 鹿嶋市国民健康保険税条例の一部を
改正する条例

租税特別措置法及び地方税法の改正に伴い、国民健康保
険税の軽減判定に係る所得基準の見直し等を行うため、
条例の一部を改正するもの。

原案可決

議 案 第 60 号 鹿嶋市後期高齢者医療に関する条例
の一部を改正する条例

地方税法の改正に伴い、文言を整理するため、条例の一
部を改正するもの。 原案可決

議 案 第 61 号 鹿嶋市介護保険条例の一部を改正す
る条例の一部を改正する条例

地方税法の改正に伴い、文言を整理するため、条例の一
部を改正するもの。 原案可決

議 案 第 62 号 鹿嶋市教育委員会委員の任命につい
て

鹿嶋市教育委員会委員の任命に当たり、地方教育行政の
組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、
議会の同意を求めるもの。　　　・信樂　悊　氏（再任）

原案同意

議 案 第 63 号 鹿嶋市老人福祉センターの指定管理
者の指定について

鹿嶋市老人福祉センターの指定管理者として、社会福祉
法人鹿嶋市社会福祉協議会を指定するもの。 原案可決

議 案 第 64 号 鹿嶋市シルバーワークプラザの指定
管理者の指定について

鹿嶋市シルバーワークプラザの指定管理者として、公益
社団法人鹿嶋市シルバー人材センターを指定するもの。 原案可決

議 案 第 65 号 高松緑地（公園部分）の指定管理者
の指定について

高松緑地（公園部分）の指定管理者として、特定非営利
活動法人かしまスポーツクラブを指定するもの。 原案可決

議 案 第 66 号 訴訟の和解について

鹿嶋市平井東部土地区画整理組合が法律上の原因なくし
て不当に保留地を廉価処分したことに起因して提起した
訴訟事件について、水戸地方裁判所から和解勧告がなさ
れたため、地方自治法第96条第１項第12号の規定により、
議会の議決を求めるもの。

原案可決

討論は
 6 ページ

12月
議会

こんなことが決まりました !
　11月30日～ 12月15日の16日間、令和２年第４回定例会が開催されまし
た。市長から提出された26件の議案や、議会へ提出されている２件の請願、
委員会や議員から提出された２件の意見書を審議しました。議決結果は次
のとおりです。

討論は
 6 ページ

審査は
11 ページ
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議 案 第 67 号 財産の取得について
学習用ドリル教材ソフトウェア等を取得するため、議会の
議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条
例第３条の規定により、議会の議決を求めるもの。

原案可決

議 案 第 68 号 財産の取得について
市立小中学校に整備する大型電子黒板等を取得するため、
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関
する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるもの。

原案可決

議 案 第 69 号 鹿嶋勤労文化会館及び鹿嶋市どきどき
センターの指定管理者の指定について

鹿嶋勤労文化会館及び鹿嶋市どきどきセンターの指定管
理者として、公益財団法人鹿嶋市文化スポーツ振興事業
団を指定するもの。

原案可決

議 案 第 70 号 鹿嶋市立カシマスポーツセンター外
３施設の指定管理者の指定について

カシマスポーツセンター、卜伝の郷運動公園多目的球技場、
大野第一球場及びはまなす公園球場の指定管理者として、
特定非営利活動法人鹿嶋市体育協会を指定するもの。

原案可決

議 案 第 71 号 鹿嶋市立北海浜多目的球技場外３施
設の指定管理者の指定について

北海浜多目的球技場、まちづくり市民センター（体育館・
庭球場）、高松緑地（プール・多目的球技場・野球場・庭球場・
クラブハウス）及び高松球場の指定管理者として、特定
非営利活動法人かしまスポーツクラブを指定するもの。

原案可決

議 案 第 72 号 令和２年度鹿嶋市一般会計補正予算
（第11号）

歳入歳出それぞれ240万円を追加し、総額337億3,307万
5千円とするもの。歳入としては、財政調整基金繰入金の
増、歳出としては、県による営業時間短縮要請協力金へ
の市独自の上乗せ支給分。

原案可決

議 案 第 73 号 令和２年度鹿嶋市一般会計補正予算
（第12号）

歳入歳出それぞれ1,435万円を追加し、総額337億4,742
万5千円とするもの。歳入としては、国庫支出金の増、歳
出としては、ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業。

原案可決

報 告 第 12 号 専決処分について（令和２年度鹿嶋
市水道事業会計補正予算（第２号））

債務負担行為の限度額を3億5,678万円から4億72万3千
円に改める補正予算について、地方自治法第１７９条第１
項の規定により専決処分を行ったため、議会の承認を求
めるもの。

原案承認

報 告 第 13 号 専決処分について（令和２年度鹿嶋
市一般会計補正予算（第９号））

繰越明許費に支庁舎管理経費を設定する補正予算につい
て、地方自治法第179条第１項の規定により専決処分を
行ったため、議会の承認を求めるもの。

原案承認

議会へ提出された請願　２件

令 和 ２ 年
請 願 第 １ 号

国に対し、「刑事訴訟法の再審規定
（再審法）の改正を求める意見書」

の提出を求める請願
国の関係機関へ、意見書第12号の提出を求めるもの。 採　　択

令 和 ２ 年
請 願 第 ５ 号

所得税法第56条廃止を求める意見書
に関する請願書

「所得税法第56条」を見直し、家族従業者への「働き分(自
家労賃)を認め、その支払い分を必要経費に算入出来るよ
う、国の関係機関へ意見書の提出を求めるもの。

不  採  択

委員会から提出された議案　１件
意 見 書
第 1 2 号

「刑事訴訟法の再審規定（再審法）」
の改定を求める意見書

刑事訴訟法の再審規定（再審法）の改正を求め、国の関
係機関へ意見書を提出しようとするもの。 原案可決

議員から提出された議案　１件

意 見 書
第 1 3 号

歴史資料館、子育て支援施設の建設
計画及び関鉄跡地駐車場の整備等に
ついては、市民の十分な理解を得る
まで計画の凍結を求める意見書

令和２年11月末に本市が発表した、歴史資料館、子育て支
援施設の建設計画及び旧関鉄バスターミナル跡地の駐車
場整備計画については、市民の理解が得られるまでは計
画を凍結し、まずは新型コロナウイルス対策や、市民生活
の立て直しに予算を配分していくことが最重要だと考え、
市長に予算凍結を求め、意見書を提出しようとするもの。

否　　決

審査は
11 ページ

審査は
11 ページ
審査は
11 ページ

全文は
 ９ページ

討論は
 ６ページ

議員賛否一覧表

賛否が分かれた議案・請願と
議員（会派）の賛否結果
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俊
雄

内
田
政
文

根
崎　

彰

池
田
芳
範

坂
本
仙
一

小
池
み
よ
子

栗
林
京
子

小
松
﨑
敏
紀

笹
沼
康
弘

山
口
哲
秀

樋
口
富
士
男

立
原
弘
一

川
井
宏
子

宇
田
一
男

菅
谷　

毅

舛
井
明
宏

田
口　

茂

河
津　

亨

佐
藤
信
成

議案第57号　鹿嶋市職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例 ー ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ー × × ○○ ○○ ○○ ー × ○○
議案第58号　鹿嶋市特別職の職員の給与
並びに旅費及び費用弁償に関する条例の
一部を改正する条例

ー ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ー ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ー × ○○

令和２年請願第５号　所得税法第56条廃
止を求める意見書に関する請願書 ー × × × × × × × × × × ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
意見書第13号　歴史資料館、子育て支援
施設の建設計画及び関鉄跡地駐車場の整
備等については、市民の十分な理解を得
るまで計画の凍結を求める意見書

ー × × × × × × × × ー × ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

※篠塚洋三議長は、採決に加わりません。賛成＝〇、反対＝×、棄権＝△、欠席＝－
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■
議
案
第
50
号　

令
和
２
年
度
鹿
嶋

市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
10
号
）

　

歳
入
の
主
な
も
の
と
し
て
は
、
地
方
交

付
税
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

応
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
、
土
地
売
払

収
入
な
ど
。
歳
出
の
主
な
も
の
と
し
て
は
、

自
立
支
援
給
付
事
業
1
億
８
４
７
９
万

３
０
０
０
円
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
策
医
療
機
関
等
支
援
給
付
金
な

ど
４
６
１
４
万
５
０
０
０
円
、
団
体
宿
泊

費
助
成
金
１
８
０
０
万
円
、
道
路
維
持
補

修
費
３
９
０
０
万
円
、
中
学
校
大
規
模
改

造
事
業
６
７
７
０
万
円
な
ど
。

賛
成
宇
田
一
男 

議
員

　　

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
に
関
す
る
支
援

対
策
が
盛
り
込
ま
れ
た
補
正
予
算
で
あ

る
。
短
縮
営
業
を
強
い
ら
れ
た
市
内
事
業

者
の
支
援
、
日
夜
コ
ロ
ナ
感
染
症
検
査
な

ど
に
対
応
い
た
だ
い
て
い
る
医
療
機
関
へ

の
支
援
で
あ
り
、
大
変
評
価
で
き
る
。
交

付
金
等
の
有
効
な
活
用
に
よ
り
、
市
民
の

安
心
が
確
保
で
き
る
よ
う
今
後
も
取
り

組
む
と
と
も
に
、
地
域
事
情
に
沿
っ
た
市

独
自
対
策
事
業
に
つ
い
て
も
検
討
、
実
施

を
お
願
い
し
、
賛
成
と
す
る
。

■
議
案
第
57
号　

鹿
嶋
市
職
員
の
給

与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　

民
間
給
与
と
の
較
差
是
正
の
た
め
の
人

事
院
勧
告
及
び
国
家
公
務
員
に
係
る
一
般

職
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
改
正
に
準

じ
て
、期
末
手
当
の
引
下
げ（
０・05
月
分
）

を
行
う
た
め
、
関
連
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
も
の
。

反
対
立
原
弘
一 

議
員

　　

民
間
の
労
働
者
の
減
額
分
に
つ
い
て
は
、

国
が
き
ち
ん
と
補
償
す
る
。
そ
し
て
、
公

務
員
に
つ
い
て
も
決
し
て
下
げ
る
こ
と
な

く
、
民
間
も
公
務
員
も
給
与
を
逆
に
上

げ
、
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
の
経
済
を
維
持
し
て

い
く
と
い
う
発
想
こ
そ
が
今
求
め
ら
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
強
く
申
し
上
げ
、
反

対
と
す
る
。

■
令
和
２
年
請
願
第
５
号　

所
得
税

法
第
56
条
廃
止
を
求
め
る
意
見
書
に

関
す
る
請
願
書

　
「
所
得
税
法
第
56
条
」
を
見
直
し
、
家

族
従
業
者
へ
の
働
き
分
（
自
家
労
賃
）
を

認
め
、
そ
の
支
払
い
分
を
必
要
経
費
に
算

入
出
来
る
よ
う
、
国
の
関
係
機
関
へ
意
見

書
の
提
出
を
求
め
る
も
の
。

賛
成
川
井
宏
子 

議
員

　　

零
細
中
小
業
者
、
自
営
業
者
の
方
た

ち
は
、
こ
れ
ま
で
地
域
の
担
い
手
と
し
て

経
済
の
発
展
に
貢
献
し
て
き
た
。
そ
し

て
、
こ
れ
か
ら
も
頑
張
っ
て
い
た
だ
か
な

け
れ
ば
地
域
経
済
は
成
り
立
た
な
い
。
経

営
が
苦
境
に
立
た
さ
れ
て
い
る
零
細
中
小

業
者
の
こ
れ
か
ら
を
後
押
し
す
る
た
め
に

も
、
市
議
会
と
し
て
採
択
す
る
内
容
だ
と

考
え
、
賛
成
と
す
る
。

■
意
見
書
第
13
号　

歴
史
資
料
館
、

子
育
て
支
援
施
設
の
建
設
計
画
及
び

関
鉄
跡
地
駐
車
場
の
整
備
等
に
つ
い

て
は
、
市
民
の
十
分
な
理
解
を
得
る

ま
で
計
画
の
凍
結
を
求
め
る
意
見
書

　

令
和
２
年
11
月
末
に
本
市
が
発
表
し

た
歴
史
資
料
館
、
子
育
て
支
援
施
設
の

建
設
計
画
及
び
旧
関
鉄
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ

ル
跡
地
の
駐
車
場
整
備
計
画
に
つ
い
て

は
、
市
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
ま
で
は
計

画
を
凍
結
し
、
ま
ず
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
対
策
や
市
民
生
活
の
立
て
直
し
に

予
算
を
配
分
し
て
い
く
こ
と
が
最
重
要
だ

と
考
え
、
市
長
に
予
算
凍
結
を
求
め
、
意

見
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

反
対
内
田
政
文 

議
員

　

　

鹿
嶋
市
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計

画
に
位
置
づ
け
た
事
業
に
対
し
、暮
ら
し・

に
ぎ
わ
い
再
生
事
業
や
、
都
市
再
生
整

備
計
画
事
業
の
国
庫
補
助
金
を
最
大
限

に
有
効
利
用
し
、
市
の
負
担
を
軽
減
さ
せ

る
事
業
計
画
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
も
示
さ
れ

た
。
こ
の
補
助
金
活
用
に
つ
い
て
は
、
期

限
も
あ
る
た
め
、
こ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で

進
め
て
い
た
だ
く
の
が
ベ
タ
ー
で
あ
る
と

考
え
る
。
ま
た
、
全
国
的
に
観
光
事
業
が

重
要
視
さ
れ
て
い
る
中
で
、
ア
フ
タ
ー
コ

ロ
ナ
の
対
策
の
観
点
か
ら
も
必
要
な
政
策

で
あ
る
と
考
え
、
反
対
と
す
る
。

議事録が完成され次第、鹿嶋市議会ホームページ
の会議録検索システムで検索することができます。

討
論
討
論

新
型
コ
ロ
ナ
対
応
に
関
す
る
補
正
予
算
、所
得
税
法
に
関
す
る
請
願
や

宮
中
地
区
賑
わ
い
創
出
事
業
に
関
す
る
意
見
書
な
ど
に
つ
い
て
審
議
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賛
成
舛
井
明
宏 

議
員

　

　

二
転
三
転
し
た
こ
れ
ま
で
の
経
過
を
丁

寧
に
示
し
、
な
ぜ
今
２
か
所
で
歴
史
資

料
館
と
子
育
て
セ
ン
タ
ー
を
造
る
こ
と
に

な
っ
た
の
か
、
本
当
に
市
民
は
こ
の
場
所

に
必
要
と
し
て
い
る
の
か
、
利
用
者
で
あ

る
市
民
の
声
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
で
大
き
な
影

響
を
受
け
て
い
る
市
民
の
た
め
に
、
あ
ら

ゆ
る
施
策
に
投
入
す
る
こ
と
は
市
政
を

考
え
る
中
で
は
第
一
義
に
注
力
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
、
賛
成
と
す

る
。反

対
栗
林
京
子 

議
員

　

　

鹿
嶋
の
魅
力
を
発
信
す
る
拠
点
と
し

て
鹿
島
神
宮
宝
物
館
の
近
く
に
歴
史
資

料
館
を
持
っ
て
く
る
と
理
解
し
て
い
る
。

子
育
て
支
援
施
設
は
、
老
朽
化
し
た
施

設
を
集
約
す
る
と
い
う
こ
と
で
今
の
場
所

を
提
案
さ
れ
て
お
り
、
宮
中
地
区
以
外
の

子
ど
も
た
ち
に
も
祭
頭
祭
な
ど
に
触
れ
て

い
た
だ
き
郷
土
愛
を
育
ん
で
い
た
だ
き
た

い
。
関
鉄
跡
地
の
駐
車
場
は
、
今
後
、
災

害
避
難
拠
点
の
場
所
と
し
て
提
案
さ
れ

て
お
り
、
ま
た
、
宮
中
地
区
の
参
道
の
民

間
駐
車
場
が
満
車
に
な
っ
た
と
き
の
受
入

れ
ス
ペ
ー
ス
と
考
え
て
い
る
。
以
上
の
理

由
か
ら
反
対
と
す
る
。

賛
成
宇
田
一
男 

議
員

　

　

地
域
経
済
が
疲
弊
し
て
い
る
中
に
お
い

て
、
行
政
と
し
て
も
様
々
な
支
援
が
今
後

も
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
財
源
を
確
保

す
る
た
め
に
は
優
先
順
位
を
考
え
な
が
ら

進
め
て
い
く
べ
き
。
ま
た
、
施
設
配
備
計

画
に
つ
い
て
は
二
転
三
転
す
る
な
ど
、
本

来
の
地
方
創
生
の
意
味
、
都
市
機
能
の
基

盤
強
化
、
雇
用
の
創
出
、
そ
の
も
の
自
体

が
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
、
市
民
の
理
解

が
深
ま
っ
て
い
な
い
。
建
設
の
是
非
を
問

う
も
の
で
は
な
く
、
コ
ロ
ナ
、
地
方
創
生

の
在
り
方
を
問
う
た
め
に
、
一
旦
凍
結
と

い
う
形
を
取
り
な
が
ら
、
市
民
判
断
を
仰

ぐ
と
い
う
こ
と
は
適
切
だ
と
考
え
る
た
め
、

賛
成
と
す
る
。

反
対
山
口
哲
秀 

議
員

　

　

複
合
館
を
分
離
す
る
こ
と
で
建
設
コ
ス

ト
が
大
き
く
な
る
と
懸
念
さ
れ
た
が
、
今

回
の
見
直
し
計
画
で
は
、
歴
史
資
料
館
が

既
設
の
施
設
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
、
反

対
に
10
億
円
の
削
減
を
し
て
い
る
と
い
う

と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
も
、
賛
同
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
が
終
息
し
た
と
き
に
、

即
座
に
本
市
と
し
て
も
立
ち
直
っ
て
い
く

重
要
な
稼
ぐ
力
、
ま
た
経
済
力
・
活
力
の

向
上
の
た
め
に
資
す
る
事
業
で
あ
り
、
予

定
ど
お
り
進
め
る
こ
と
が
最
も
必
要
だ
と

考
え
、
反
対
と
す
る
。

賛
成
立
原
弘
一 

議
員

　

　

今
は
立
ち
止
ま
っ
て
、
住
民
の
皆
さ
ん

を
ど
う
や
っ
て
守
る
の
か
、
商
売
を
守
る

の
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
真
剣
に
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
で
あ
り
、
コ
ロ

ナ
禍
を
ど
う
や
っ
て
乗
り
切
る
か
と
い
う

方
向
に
考
え
方
も
予
算
も
集
中
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
、
賛
成

と
す
る
。

反
対
小
松
﨑
敏
紀 

議
員

　

市
に
お
い
て
も
市
民
の
皆
様
の
生
活

を
崩
壊
さ
せ
な
い
よ
う
な
支
援
や
中
小

企
業
を
組
織
的
に
潰
さ
な
い
よ
う
に
経

済
的
な
支
援
も
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ア

フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
を
考
え
れ
ば
、
現
状
よ
り

も
さ
ら
に
仕
事
を
つ
く
っ
て
い
く
と
い
う

こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た

め
に
、
当
初
の
計
画
ど
お
り
進
む
こ
と
に

よ
っ
て
、
公
共
工
事
の
計
画
な
ど
、
市
の

向
か
う
方
向
性
の
計
画
を
き
ち
ん
と
進

め
る
と
い
う
こ
と
は
大
事
な
こ
と
だ
と
考

え
、
反
対
と
す
る
。

賛
成
菅
谷　

毅 

議
員

　

　

コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
あ
れ
ば
、
こ
の
計

画
を
一
旦
止
め
る
こ
と
も
市
民
の
理
解
が

得
ら
れ
る
唯
一
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
考
え
る
。

市
民
の
声
を
も
う
一
度
確
認
す
る
必
要
が

あ
る
。
ま
た
、「
補
助
金
が
つ
い
て
、
起

債
が
９
割
だ
」「
わ
ず
か
な
財
源
で
事
業

が
進
め
ら
れ
る
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
補

助
金
も
税
金
、
起
債
も
将
来
に
負
担
と

な
る
税
金
で
あ
る
。
３
月
議
会
で
は
、
新

年
度
予
算
が
上
程
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

今
か
ら
こ
の
予
算
編
成
に
向
け
て
の
議
論

を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
こ
の

12
月
議
会
で
意
見
書
を
提
出
し
、
早
目

に
来
年
度
の
体
制
を
整
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
以
上
の
理
由
か
ら
賛
成
と
す
る
。

反
対
樋
口
富
士
男 

議
員　

　

歴
史
資
料
館
の
建
設
計
画
の
変
更
は

唐
突
で
は
あ
る
が
、
分
離
す
る
こ
と
に
よ

り
、
当
初
の
金
額
よ
り
も
約
10
億
円
も

下
げ
て
い
る
。
市
も
「
子
育
て
す
る
な
ら

鹿
嶋
市
で
」
と
う
た
っ
て
い
る
た
め
、
凍

結
よ
り
も
、
子
育
て
の
た
め
の
施
設
は
早

急
に
進
め
て
ほ
し
い
。
そ
し
て
、
子
育
て

す
る
方
た
ち
の
応
援
に
な
っ
て
ほ
し
い
と

考
え
、
反
対
と
す
る
。
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賛
成
川
井
宏
子 

議
員

　

　

今
、
国
に
求
め
て
い
く
の
は
、
医

療
の
現
場
、
福
祉
の
現
場
、
そ
し
て

市
民
の
皆
さ
ん
一
人
一
人
の
生
活
の

状
況
に
対
す
る
支
援
が
一
番
大
切
な

の
で
は
な
い
か
。
市
民
の
皆
さ
ん
と

意
見
交
換
を
し
な
が
ら
、
議
員
は
そ

の
声
を
届
け
る
役
割
と
い
う
と
こ
ろ

で
考
え
た
場
合
、
凍
結
を
し
て
い
く

方
向
が
一
番
大
切
で
あ
る
と
い
う
立

場
で
賛
成
と
す
る
。

反
対
小
池
み
よ
子 

議
員

　　

こ
こ
で
凍
結
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、

今
ま
で
の
努
力
が
水
の
泡
と
な
っ
て

し
ま
い
、
後
退
と
も
取
ら
れ
か
ね

な
い
。
近
い
将
来
、
コ
ロ
ナ
は
沈
静
、

そ
し
て
終
息
す
る
も
の
と
確
信
し
て

い
る
。
今
は
、
ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
を

目
線
の
先
に
置
き
、
コ
ロ
ナ
が
終
息

し
た
後
に
鹿
嶋
が
発
展
し
て
い
く
よ

う
こ
の
事
業
を
推
進
し
て
い
く
べ
き

と
考
え
、
反
対
と
す
る
。

賛
成
河
津　

亨 

議
員

　

　

今
回
の
凍
結
は
、
市
民
の
十
分
な

理
解
を
得
る
ま
で
の
必
要
期
間
で
あ

る
と
考
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
市

民
の
声
を
聞
か
ず
に
進
め
て
き
た

結
果
が
今
の
結
果
で
あ
る
な
ら
ば
、

我
々
こ
そ
い
ま
一
度
立
ち
止
ま
っ
て

市
民
の
声
を
聞
き
、
そ
し
て
よ
り

よ
い
も
の
を
造
っ
て
い
く
た
め
の
準

備
期
間
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

そ
の
期
間
だ
と
思
え
ば
、
国
の
補
助

期
間
の
逆
算
を
し
て
も
十
分
な
時
間

が
あ
る
と
考
え
、
賛
成
と
す
る
。

　
反
対
笹
沼
康
弘 

議
員

　

観
光
と
い
う
視
点
か
ら
こ
の
賑
わ

い
を
取
り
戻
そ
う
と
い
う
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
今
回
の
宮
中
賑

わ
い
事
業
は
、
未
来
の
子
ど
も
た
ち

へ
の
投
資
で
あ
る
と
考
え
る
。
子
育

て
、
子
ど
も
、
高
齢
者
、
そ
し
て
障

が
い
者
を
含
め
た
未
来
の
共
生
社
会

も
見
据
え
る
こ
と
が
で
き
る
ビ
ジ
ョ

ン
の
第
一
歩
に
な
る
と
考
え
る
。
ピ

ン
チ
は
チ
ャ
ン
ス
と
捉
え
、
未
来
へ

の
子
ど
も
た
ち
、
そ
の
希
望
と
し
て

の
投
資
を
決
断
し
た
い
と
考
え
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
た
め
、
反
対
と
す

る
。賛

成
田
口　

茂 

議
員

　　

重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
室
が
今

年
で
７
年
目
で
あ
る
。
ま
ず
も
っ
て

執
行
部
も
そ
れ
に
携
わ
る
議
会
も

し
っ
か
り
総
括
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
る
。
中
身
よ
り
一
度
立

ち
止
ま
り
、
凍
結
を
し
て
、
こ
れ
ま

で
の
総
括
を
し
て
は
い
か
が
か
。
コ

ロ
ナ
禍
と
い
う
人
類
が
か
つ
て
経
験

し
た
こ
と
の
な
い
経
験
に
心
配
し
て

い
る
。
私
は
、
し
っ
か
り
と
市
民
ア

ン
ケ
ー
ト
や
市
民
に
会
報
等
で
訴
え

な
が
ら
、
是
非
を
問
え
る
よ
う
な
運

動
を
し
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
を

申
し
上
げ
、
賛
成
と
す
る
。

　
反
対
根
崎　

彰 

議
員

　

意
見
書
は
、
国
、
県
あ
る
い
は
関

係
省
庁
と
決
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
決
議
と
し
て
出
さ
れ
る
の

が
適
当
。
ま
た
、
こ
の
凍
結
議
案
は
、

明
確
な
議
会
の
意
思
と
し
て
、
凍
結

に
は
反
対
で
あ
る
と
の
議
決
が
な
さ

れ
て
い
る
。
歴
史
を
大
切
に
す
る
ま

ち
と
、
子
ど
も
た
ち
の
未
来
を
保
障

す
る
ま
ち
の
２
つ
が
相
ま
っ
て
こ
そ
、

ま
ち
の
発
展
が
あ
る
。
今
回
、
一
体

整
備
を
図
る
計
画
で
あ
っ
た
も
の
を
、

分
離
し
た
形
で
そ
れ
ぞ
れ
施
設
整
備

を
す
る
こ
と
も
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る

先
見
的
な
政
策
で
あ
る
と
考
え
、
反

対
と
す
る
。

議
案
を
会
議
の
議
題
と
し
、

審
議
の
対
象
と
す
る
こ
と
。

提
出
さ
れ
た
議
案
に
つ
い
て
、

提
出
者
が
提
案
理
由
及
び
内

容
等
を
説
明
す
る
こ
と
。

提
出
者
に
疑
義
を
た
だ
す
こ

と
。

議
案
上
程

説

明

質

疑

各
委
員
会
が
分
担
し
て
議
案

を
専
門
的
、
詳
細
に
審
査
す

る
こ
と
。

議
案
審
査

委
員
長
が
、
委
員
会
で
の
審

査
の
経
過
及
び
結
果
を
報
告

す
る
こ
と
。

委
員
長
報
告
の
内
容
に
つ
い

て
、
委
員
長
に
対
し
、
議
員

が
疑
義
を
た
だ
す
こ
と
。

議
案
に
つ
い
て
、
議
員
が
反

対
あ
る
い
は
賛
成
の
意
見
を

表
明
す
る
こ
と
。

多
数
決
に
よ
っ
て
、
議
案
に

対
す
る
議
会
の
意
思
を
決
定

す
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

質

疑

討

論

採

決

本会議本会議 委員会
議案採決

の流れ
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　意見書「刑事訴訟法の再審規定（再審法）」の
改定を求める意見書

　　　　　　　　　　　　　　　　　【提出先】内閣総理大臣、法務大臣

　罪を犯していない人が、犯罪者として法による制裁を受ける。これは、冤罪です。冤罪は人生を破壊し、
人格を否定すると同時に、法制度自体の正当性を失わせるものです。冤罪はあってはならないと、誰し
も認めることでありながら後をたちません。
　2010年の足利事件に始まり、布川事件、東電ＯＬ事件、東住吉事件、そして昨年３月の松橋事件に
至るまで、無期懲役という重罰事件の再審無罪が続きました。最近も、殺人罪で12年の有期刑満期後
に再審を申し立てた湖東記念病院人工呼吸器事件で、今年４月に再審無罪が確定したばかりです。ま
た2014年には、元プロボクサーの袴田巖さんが47年ぶりに死刑囚監房から解放されるという歴史的な
出来事もありました。
　しかし、これらの事件で再審開始が認められて無罪となる過程では、つねに検察による甚大な妨害
が立ちはだかっていました。
　その大きな壁の一つは、検察が捜査で集めた証拠を隠匿し、証拠を開示しないことです。再審請求
では、無実を主張する請求人と弁護側から、新規・明白な無罪証拠を提出することが求められます。と
ころが、証拠のほとんどは強制捜査権を持つ警察・検察の手にあるだけでなく、当事者主義の名の下に、
それらは開示する義務はないとされ、しばしば無罪証拠が隠されたまま、有罪が確定する事例が後を
絶ちません。
　無罪となった再審事件で、「新証拠」の多くが、実は当初から検察が隠し持っていたものであった事
実には、心が凍る恐怖を覚えます。無罪証拠が当初から開示されていたら、冤罪は生まれず、当事者
の人生は全く別のものとなっていたからです。
　通常審では、公判前整理手続きを通じて、不十分ながらも一定の要件で証拠開示が制度化されました。
しかし再審における証拠開示には、何一つルールがありません。その結果、証拠が開示されるか否か
は裁判官の個別判断や検察官の任意に委ねられることとなり、法の下の平等原則さえも踏みにじられ
ています。
　次に大きな壁は、再審開始決定に対する検察による不服申立てが許されていることです。大崎事件
の原ロアヤ子さん（90歳を超えました）は、検察の即時抗告、さらに特別抗告により、再審が未だ実
現されていません。袴田事件は検察の即時抗告によって再審開始決定が取り消され、再審請求審が無
用に長期化しています。名張毒ぶどう酒事件の奥西勝さんにいたっては、1964年一審無罪判決、2005
年再審開始決定を得ながら、検察の即時抗告、異議申立てにより、89歳で無念の獄死をとげられました。
　公益の代表という検察官の法的地位からしても、裁判所の決定にいたずらに逆らい、こうした悲劇を
くり返すことに、法的な制限を加える必要があることは明確です。
　このように、再審における証拠開示制度の確立、検察官の上訴制限が、無辜の救済のための焦眉の
課題です。
　現行の刑訴法の再審の規定は、日本国憲法39条を受けて不利益再審の規定を削除しただけで、大正
時代の旧刑訴法のままです。現行の再審規定のルーツである職権主義のドイツもすでに50年以上前に
再審開始決定に対する検察上訴を禁止しています。
　また、証拠開示については、2016年の刑事訴訟法の「改正」の附則において、「政府は、この法律の
公布後、必要に応じ、速やかに、再審請求審における証拠の開示」について検討をおこなうとしており、
政府はこれをふまえ、証拠開示の制度化をおこなうことが求められています。
　無辜の者を誤った裁判から迅速に救済するために、いまこそ次の点について「刑事訴訟法の再審規
定（再審法）」の改正を行うことを要請します。

　　１.再審における検察手持ち証拠の全面開示
　　２.再審開始決定に対する検察の不服申立て（上訴）の禁止

国の関係機関に
意見書を提出しました
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● 

委
員
会
の
活
動 

●
＊
委
員
会
と
は
、
議
案
を
さ
ら
に
詳
細
に
審
査
す
る
機
関
で
、
鹿
嶋
市
議
会
に
は
４
つ
の
常
任
委
員
会
が
あ
り
ま
す
。
委
員
会
で
の
採
決
の
結
果
は
、

　

本
会
議
で
報
告
さ
れ
、
報
告
後
に
行
わ
れ
る
採
決
で
議
会
の
意
思
（
可
決
や
否
決
）
が
決
定
し
ま
す
。

に
算
入
出
来
る
よ
う
、
所
得
税
法

第
56
条
の
見
直
し
を
内
容
と
す
る

意
見
書
の
提
出
を
求
め
る
も
の
。

【
賛
成
討
論
】

・
家
族
と
い
う
理
由
で
控
除
額
が

少
な
い
の
は
間
違
い
で
あ
る
。

・
正
当
な
控
除
を
受
け
ら
れ
な
い

の
は
納
得
で
き
な
い
。

・
申
告
方
法
で
不
利
益
が
生
じ
る

の
は
公
平
で
は
な
い
。

【
反
対
討
論
】

・
控
除
を
受
け
る
方
法
と
し
て
青

色
申
告
の
方
法
が
あ
り
、
そ
れ
が

推
進
さ
れ
て
い
る
。

・
所
得
税
法
と
差
別
の
問
題
が
一

緒
に
な
っ
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。

　

採
決
の
結
果
、
議
案
第
56
号
及

び
請
願
第
１
号
は
全
員
賛
成
で
そ

れ
ぞ
れ
可
決
・
採
択
す
べ
き
で
あ
る

と
決
定
し
ま
し
た
。
ま
た
、
請
願

第
５
号
に
つ
い
て
は
、
可
否
同
数
に

よ
り
、
委
員
長
に
お
い
て
不
採
択

と
す
べ
き
で
あ
る
と
決
し
ま
し
た
。

問
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
策
協
力
金
に
つ
い

て
、「
い※※
ば
ら
き
ア
マ
ビ
エ
ち
ゃ

ん
」
に
登
録
し
た
事
業
所
に
１
件

３
万
円
と
の
こ
と
だ
が
、
登
録
以

外
に
条
件
は
あ
る
の
か
。　

答
県
条
例
に
基
づ
き
「
い
ば

ら
き
ア
マ
ビ
エ
ち
ゃ
ん
」

に
登
録
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら

れ
て
い
る
事
業
者
で
あ
っ
て
、
登

録
し
て
い
る
こ
と
。
店
舗
、
事
業

所
、
施
設
等
を
管
理
し
て
い
る
法

人
ま
た
は
個
人
事
業
主
で
あ
る
こ

と
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、

感
染
防
止
策
を
実
施
し
て
い
る
こ

と
等
が
要
件
と
な
っ
て
い
る
。

※
い
ば
ら
き
ア
マ
ビ
エ
ち
ゃ
ん
…
感
染

防
止
に
取
り
組
ん
で
い
る
事
業
者
を

応
援
す
る
と
と
も
に
、
感
染
者
が
発

生
し
た
場
合
に
そ
の
感
染
者
と
接
触

し
た
可
能
性
が
あ
る
方
に
対
し
て
注

意
喚
起
の
連
絡
を
す
る
感
染
拡
大
防

止
シ
ス
テ
ム
。

　

採
決
の
結
果
、
全
て
の
議
案
に

つ
い
て
全
員
賛
成
で
、
原
案
の
と

お
り
可
決
・
承
認
す
べ
き
で
あ
る

と
決
定
し
ま
し
た
。

　
予
算
決
算
常
任
委
員
会
で
は
、

７
件
の
補
正
予
算
、
２
件
の
専
決

処
分
の
報
告
を
審
査
し
ま
し
た

主
な
質
疑

■
議
案
第
50
号　

令
和
２
年
度
鹿

嶋
市
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
10
号
）

問
Ｄ※※

Ｘ
推
進
事
業
に
つ
い
て
、

詳
細
な
内
容
と
方
向
性
は
。

答
今
回
委
託
す
る
内
容
は
、

Ｄ
Ｘ
に
関
す
る
職
員
の
理

解
度
を
深
め
る
た
め
の
専
門
家
に

よ
る
研
修
や
市
役
所
内
の
現
状
把

握
を
実
施
す
る
も
の
。
そ
の
後
、

電
子
決
裁
関
連
の
シ
ス
テ
ム
を
整

理
し
て
い
き
た
い
。
本
事
業
は
市

の
Ｄ
Ｘ
推
進
の
第
一
歩
で
あ
り
、

何
が
必
要
か
、
最
適
か
を
ま
と
め

て
い
き
た
い
。

※
Ｄ
Ｘ
（
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー

メ
ー
シ
ョ
ン
）
…
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ

り
社
会
的
課
題
を
解
決
し
た
り
人
を

豊
か
に
す
る
変
革
を
も
た
ら
す
こ
と
。

　
総
務
生
活
委
員
会
で
は
、
１
件

の
議
案
と
２
件
の
請
願
を
審
査
し

ま
し
た
。

■
令
和
２
年
請
願
第
１
号　
「
刑

事
訴
訟
法
の
再
審
規
定（
再
審
法
）

の
改
正
を
求
め
る
意
見
書
」
の
提

出
を
求
め
る
請
願

　

刑
事
訴
訟
法
の
再
審
規
定
の
改

正
を
求
め
、
検
察
手
持
ち
証
拠
の

全
面
開
示
、
検
察
の
不
服
申
し
立

て
の
禁
止
を
内
容
と
す
る
意
見
書

の
提
出
を
求
め
る
も
の

【
賛
成
討
論
】

・
今
後
は
国
会
に
お
い
て
議
論
を

深
め
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

・
再
審
容
認
数
の
実
績
等
を
勘
案

す
れ
ば
、
申
立
て
が
被
告
側
な
の

か
検
察
官
側
な
の
か
で
不
公
平
が

あ
る
。

■
令
和
２
年
請
願
第
５
号　

所
得

税
法
第
56
条
廃
止
を
求
め
る
意
見

書
に
関
す
る
請
願
書

　

家
族
従
業
者
へ
の
働
き
分
を
認

め
、
そ
の
支
払
い
分
を
必
要
経
費

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対

応
す
る
た
め
の
補
正
予
算
等
を
審
査

刑
事
訴
訟
法
に
関
す
る
請
願
や
所
得
税

法
第
56
条
廃
止
に
関
す
る
請
願
を
審
査

予 算 決 算 常 任 委 員 会

総 務 生 活 委 員 会
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● 

委
員
会
の
活
動 

●

　
都
市
経
済
委
員
会
で
は
、
指
定

管
理
者
の
指
定
及
び
訴
訟
の
和
解

に
つ
い
て
の
議
案
２
件
を
審
査
し

ま
し
た
。

主
な
質
疑

■
議
案
第
65
号　

高
松
緑
地
（
公

園
部
分
）
の
指
定
管
理
者
の
指
定

に
つ
い
て

　

高
松
緑
地
公
園
（
公
園
部
分
）

の
指
定
管
理
者
と
し
て
、
特
定
非

営
利
活
動
法
人
か
し
ま
ス
ポ
ー
ツ

ク
ラ
ブ
を
指
定
す
る
も
の
。
指
定

期
間
は
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら

１
年
間
。

問
指
定
期
間
が
こ
れ
ま
で
は

５
年
間
だ
っ
た
が
、
今
回

は
な
ぜ
１
年
な
の
か
。

答
市
の
３
つ
の
大
き
な
都
市

公
園
（
卜
伝
・
は
ま
な
す
・

高
松
）
に
つ
い
て
包
括
的
民
間
委

託
（
バ
ン
ド
リ
ン
グ
）
事
業
の
導

入
を
検
討
し
て
お
り
、
今
後
変
更

も
あ
り
得
る
の
で
、
と
り
あ
え
ず

準
備
期
間
と
し
て
１
年
間
と
し
た
。

　
文
教
厚
生
委
員
会
で
は
、
10
件

の
議
案
を
審
査
し
ま
し
た
。

主
な
質
疑

■
議
案
第
67
・
68
号　

財※※

産
の
取

得
に
つ
い
て

　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
（
情
報
通
信
技
術
）
を

活
用
し
た
教
育
を
目
的
と
す
る
、

市
立
小
中
学
校
へ
の
一
人
一
台
学

習
用
端
末
導
入
に
併
せ
、
学
習
用

ド
リ
ル
教
材
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
や
大

型
電
子
黒
板
等
を
取
得
す
る
も
の
。

問
納
品
時
の
初
期
設
定
は
、

契
約
の
範
囲
で
行
わ
れ
る

の
か
。

答
校
内
教
育
用
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ

の
接
続
や
初
期
設
定
後
の

動
作
確
認
等
の
検
証
を
経
て
納
品

と
な
る
。

問
導
入
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

の
評
価
は
。

答
様
々
な
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を

比
較
し
た
中
で
、
先
生
方

Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
の
推
進
に
伴
う

財
産
取
得
に
つ
い
て
の
議
案
等
を
可
決

高
松
緑
地
公
園
の
指
定
管
理
者
及
び

訴
訟
の
和
解
に
つ
い
て
審
査

の
評
価
が
よ
か
っ
た
。
ま
た
試
験

的
に
導
入
し
た
市
内
中
学
校
か
ら

も
よ
い
評
価
が
得
ら
れ
て
い
る
。

問
財
産
取
得
の
財
源
は
。

答
全
額
地
方
創
生
臨
時
交
付

金
を
活
用
す
る
。

意
見
学
習
用
端
末
等
が
、
登
下

校
時
の
荷
物
負
担
に
な
ら

な
い
よ
う
配
慮
す
べ
き
。

　

採
決
の
結
果
、
審
査
し
た
議
案

は
全
て
全
員
賛
成
で
、
原
案
の
と

お
り
可
決
す
べ
き
で
あ
る
と
決
定

し
ま
し
た
。

※
「
財
産
の
取
得
」
に
つ
い
て
は
、
二

千
万
円
以
上
の
動
産
の
買
入
れ
等
を

行
う
場
合
、
議
会
の
議
決
が
必
要
で

あ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
（
議
会

の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産

の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
）

■
議
案
第
66
号　

訴
訟
の
和
解
に

つ
い
て

　

鹿
嶋
市
平
井
東
部
土
地
区
画

整
理
組
合
が
、
不
当
に
保
留
地
を

廉
価
処
分
し
た
こ
と
に
起
因
し
て
、

市
が
提
起
し
た
訴
訟
事
件
に
つ
い

て
和
解
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

和
解
内
容
…
被
告
は
市
に
対
し

買
い
受
け
た
保
留
地
を
引
き
渡
し
、

市
は
被
告
に
対
し
売
買
代
金
を
支

払
う
。

意
見
・
区
画
整
理
事
業
の
収
束

に
向
け
て
諸
課
題
の
整
理

を
。

・
市
が
組
合
か
ら
事
業
を
引
き
継

ぎ
、
事
業
収
束
に
導
く
過
程
を
詳

細
に
記
録
し
て
お
く
べ
き
。

　

議
案
第
65
号
及
び
第
66
号
に
つ

い
て
は
現
地
調
査
も
含
め
慎
重
に

審
査
し
、
採
決
の
結
果
、
い
ず
れ

も
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
で

あ
る
と
決
定
し
ま
し
た
。

都 市 経 済 委 員 会

文 教 厚 生 委 員 会



　
　

鹿嶋市議会だより　　　　　　No.103（令和３年２月１日発行）
■発行人　議長　篠塚洋三　　　■編　集　鹿嶋市議会広報広聴委員会
■発　行　茨城県鹿嶋市議会　　〒 314-8655　茨城県鹿嶋市平井 1187 番地１　電話：0299-82-2911（代）

議 会 Ｔ ＣＯ Ｐ Ｉ Ｓ

　
　
　
　
　
　
笹
沼
康
弘

　
自
ら
考
え
行
動
す
る
力
、
高
い
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
、
独
り
よ

が
り
で
は
な
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
能

力
が
培
わ
れ
る
ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
が
、

１
９
２
０
年
に
日
本
に
伝
わ
っ
て
か

ら
今
年
で
１
０
０
周
年
。

　
女
性
活
躍
と
い
わ
れ
る
昨
今
、
次

の
時
代
を
切
り
拓
く
未
来
人
と
し
て

の
力
強
さ
を
感
じ
る
取
材
で
し
た
。

　
男
性
で
あ
る
自
分
と
し
て
は
、
お

互
い
を
尊
重
し
、
支
え
あ
え
る
関
係

性
を
築
く
た
め
に
、
改
め
て
、
男
と

し
て
の
「
優
し
さ
」
の
あ
る
べ
き
姿

を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
時
間
と
な
り
ま

し
た
。

編
集
後
記

◆
広
報
広
聴
委
員
会

委
員
長　
　

小　

池　

み
よ
子

副
委
員
長　
　

樋　

口　

富
士
男

委　
　

員　
　

菅　

谷　
　

 　
毅

委　
　

員　
　

川　

井　

宏　

子

委　
　

員　
　

小
松
﨑　

敏　

紀

委　
　

員　
　

笹　

沼　

康　

弘

委　
　

員　
　

舛　

井　

明　

宏
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─鹿嶋っ子の夢、　応援しています─
きかせて！あなたの夢

高
松
中
学
校
３
年
生

高
松
中
学
校
３
年
生

三三みみ

島島し
ま
し
ま　　

大大や
ま
と

や
ま
と和和

さ
ん
さ
ん　　

頼
れ
る
兄
貴
分
の
よ

う
な
教
師
に

　

私
の
将
来
の
夢
は
、
学

校
の
先
生
に
な
る
こ
と
で
す
。

授
業
が
面
白
く
、
と
て
も

フ
レ
ン
ド
リ
ー
な
先
生
に
社

会
科
や
部
活
動
で
教
わ
っ
て

い
る
の
で
す
が
、
そ
の
先
生

に
憧
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け

で
す
。
社
会
科
と
言
っ
て
も

歴
史
よ
り
も
地
理
が
好
き
で
、

東
南
ア
ジ
ア
を
は
じ
め
、
い

ろ
い
ろ
な
国
に
行
っ
て
み
た

い
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
体

験
談
を
授
業
に
生
か
し
、
生

徒
に
と
っ
て
頼
れ
る
兄
貴
分

の
よ
う
な
教
師
に
な
り
た
い

で
す
。

　

鹿
嶋
市
は
と
て
も
住
み

や
す
い
街
で
す
が
、
路
上
に

ご
み
が
落
ち
て
い
た
り
、
雑

草
が
生
い
茂
っ
て
い
た
り
す

る
こ
と
が
残
念
で
す
。

　

２
０
２
１
年
に
は
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
、
海
外

の
人
た
ち
が
た
く
さ
ん
来
訪

す
る
と
思
い
ま
す
が
、
来
て

い
た
だ
い
た
方
々
に
満
足
を

し
て
も
ら
え
る
よ
う
お
も
て

な
し
が
で
き
る
街
に
な
っ
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
初
の
リ
モ
ー
ト

で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
し
た
。

音
声
が
途
切
れ
た
り
、
タ
イ

ム
ラ
グ
が
あ
っ
た
り
と
ご
迷

惑
を
か
け
ま
し
た
が
、
大
和

さ
ん
の
明
快
な
答
え
と
笑
顔

に
、
私
た
ち
も
随
分
と
助
け

ら
れ
ま
し
た
。
自
分
の
理
想

と
す
る
教
師
に
是
非
な
っ
て

く
だ
さ
い
。
期
待
し
て
い
ま

す
！
（
樋
口
・
小
松
﨑
）

　市内においても、新型コロナウイルス感
染症が拡大しております。議会ではさらな
る拡大を防止するため、以下の①〜③を中
止いたしました。
　今後も感染症の拡大防止
に努めてまいります。

　①12月定例会一般質問
　②高校生との意見交換会
　③議会報告会　

10月28日（水）、議会のＩＣＴ導入に
ついて取手市議会を視察しました

新型コロナ感染症拡大防止
のため一般質問などを中止としました

　コロナ禍において、日本のデジタル化が大幅に遅れて
いることが浮き彫りとなり、行政のデジタル化が急務と
なっています。本市議会においても、デジタル化が課題
となっているため、その先進的事例を学ぶべく、取手市
議会にお伺いしました。視察では取手市議会の議長にも
ご出席いただき、
ＩＣＴ導入の経
緯や運営方法な
どについて丁寧
にご説明をいた
だきました。

２月26日（金）次回定例会の
開会予定は
２/26（金） 本会議・開会
３/ 3（水）

4（木）
5（金）

本会議・一般質問
※5日は予備日

8（月） 本会議・質疑、委員会付託、
予算決算常任委員会

10（水） 予算決算常任委員会
12（金） 常任委員会

15（月）・16（火）
17（水）・22（月） 予算決算常任委員会

24（水） 本会議・委員長報告、討論、
採決、閉会

※変更の場合があります。詳細はＨＰでお知らせします。
　https://www.city.kashima.ibaraki.jp/site/19gikai/


